
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  金銭債権の評価損 

Ｑ：金銭や預金などの金銭債権については、

評価損を計上することができないのですか？ 

 

Ａ：評価損を計上することはできません。 

【解説】 

法人税では、取得原価主義を採用していま

すので、原則として、資産の評価損は損金に

算入することができず、特別な場合にのみ損

金算入を認めています。 

特別な場合とは、法人の有する資産が災害

により著しい損傷を受けた場合や更生計画認

可の決定があったことにより会社更生法等の

規定に従って評価替えを行う場合、その他こ

れらに準ずる一定の事実が生じた場合に、そ

の資産の評価替えをしたときや評価替えの部

分につき損金経理により帳簿価額を減額した

ときに、その減額した金額のうち、評価替え

直前の資産の帳簿価額と評価替えをした事業

年度終了の日におけるその資産の価額との差

額に達するまでの金額を、その評価替えをし

た事業年度の損金に算入できるとしています。 

ところで、現金や預金などの債権について、

評価損の計上ができるかということですが、

金銭債権(預金、貯金、貸付金、売掛金その他

の債権)については、企業会計原則において評

価損の対象としていないことから、法人税で

も、原則として、対象にしないこととしてい

ます。したがって、これらの金銭債権につい

て評価損を計上することは認められないこと

となります。 
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